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名古屋造形大学大学院学則 

 

第１章  総則 

第１条 名古屋造形大学学則第３条第２項の規定に基づき名古屋造形大学大学院（以下「本学大

学院」という。）学則を定める。 

（目的） 

第２条 本学大学院は、教育基本法及び学校教育法に基づき、親鸞聖人の同朋和敬の精神を体し、

造形（造形表現構想・造形表現制作）に関する学術の理論並びに応用を教授研究し、その深奥を

究めて、学術文化の進展に貢献することを目的とする。そして、高い専門的能力と豊かな表現力

を持つ高度専門職業人及び現代社会を幅広い視野で捉え、造形領域における諸問題を精深に把握

して、その理論的・体系的な探求を行う研究者を養成する。 

（自己点検・評価） 

第３条 前条の目的及び社会的使命を達成するために、本学大学院における教育研究活動の状況に

ついて、包括的で客観的な自己点検・評価を定期的に行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の自己点検・評価を行う組織・規程については、別に定める。 

（研究科） 

第４条  本学大学院に造形研究科を置く。 

（課程） 

第５条  本学大学院に修士課程を置く。 

（専攻） 

第６条  造形研究科に次の専攻を置く。 

造形専攻 

（入学定員及び収容定員） 

第７条 造形研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

     

   

（修業年限） 

第８条  本学大学院の修業年限は、２年とする。ただし、４年を超えて在学することはできない。 

（学年、学期及び休業日） 

第９条  学年、学期及び休業日については、名古屋造形大学学則第６条、第７条及び第８条の規定

を準用する。 

 

第２章 管理運営 

（研究科長） 

第10条  本学大学院に研究科長を置く。 

（研究科長補佐） 

第11条  本学大学院に研究科長補佐を置くことができる。 

（研究科委員会） 

第12条  本学大学院に名古屋造形大学大学院研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）を置

く。 

２ 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

専 攻 名 入学定員 収容定員 

造形 10 名 20 名 
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(1) 学生の入学、修了及び各種課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの 

３ 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項につい

て審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

 

  第３章 授業科目、単位及び履修方法等 

（授業科目及び単位数） 

第13条  研究科の授業科目及び単位数は別にこれを定める。 

（指導教員） 

第14条  指導教員は専攻担当の教授又は准教授とする。 

（研究題目） 

第15条  学生は入学後所定の期日までに指導教員の指導を受けて研究題目を定め、研究科長に届け

出なければならない。 

（履修方法） 

第16条   学生は、名古屋造形大学大学院履修規程に基づき研究分野別科目 16 単位、共通科目14 単位

以上、合計 30 単位以上修得しなければならない。 

（試験） 

第17条  試験は原則としてその授業が終了した学期末に行う。 

（課程の修了） 

第18条  課程を修了しようとする者は、研究科に２年以上在学し、所定の単位を修得の上、期日ま

でに修士作品又は修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。 

２ 造形専攻造形表現構想に在籍の研究科生において修士作品に代えて修士論文を提出しようとす

る者は１年以上在学し、かつ 15 単位以上を修得しなければならない。 

３ 課程の修了認定は、研究科委員会の議を経て行う。 

 

  第４章 学位の名称及び授与 

（学位の授与） 

第19条  課程の認定を受けた者に修士（造形）の学位を授与する。 

２ 学位授与に関する規程は、別に定める。 

 

  第５章 入学、休学、復学、転学、退学及び除籍 

（入学時期） 

第20条  本学大学院の入学時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第21条  本学大学院に入学することができる者は、次の各号の一つに該当し、かつ所定の選考に合

格した者とする。 

(1) 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第 104 条第１項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国
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の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定した者を文部科学大臣が定める日以後に修了

した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に３年以上在学した者であって、大学院の研究科において定める単位を優秀な成績で修

得したと認めた者 

(9) 本学大学院の研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学 

力があると認めた者で、22 歳に達した者 

(10) 本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（選考） 

第22条  入学志願者に対する選考は、実技試験、筆記試験又は口述試験によって行う。 

（休学） 

第23条   学生が病気又は特定の事由により、引き続き３ヶ月以上修学を休止しようとするときは、

学長に「休学願」を提出し、許可を得て休学することができる。 

２  休学期間は、１ヶ年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、学長の許可を得て、１ヶ

年に限り期間を延長することができる。 

３  休学期間は、通算して２年を超えることはできない。  

４  休学期間は、在学期間に算入しない。 

（復学） 

第24条  休学期間満了の場合は、速やかに学長に「復学願」を提出し、許可を得て復学しなければ

ならない。また、休学期間内であってもその事由が消滅した場合には学長に「復学願」を提出し、

許可を得なければならない。 

（転学） 

第25条  学生が他の大学院に転学しようとするときは、事由を具し学長の許可を得なければな 

らない。 

（退学） 

第26条  学生が退学しようとするときは、事由を具し学長の許可を得なければならない。 

（除籍） 

第27条  学生が次の各号の一つに該当するときは、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 死亡又は行方不明の届け出があったとき。 

(2) 成業の見込みがないと認められたとき。 

(3) 学則に定める在学期間を超えたとき。 

(4) 授業料等の学納金の納付を怠り、督促してもこれを納入しないとき。 

（懲戒） 

第28条  学長が教育上必要と認めたときは、研究科委員会の議を経て学生を懲する。 

２ 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 
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第６章 検定料、入学金及び学納金 

（検定料） 

第29条  入学を志願する者は、別表Ⅰに定める検定料を納付しなければならない。 

（入学金） 

第30条  入学する者は、本学の定める期日までに、別表Ⅱに定める入学金を納付しなければならない。 

（学納金） 

第31条  学生の学納金は、別表Ⅲに定める額とし、指定された期日までに納入しなければならない。 

２ 既納の学納金は、原則として返還しない。 

（学年の中途で修了する場合） 

第32条 前期をもって修了する見込みの者は、前期分の授業料を所定の期日までに納入しなければ

ならない。  

（休学の場合の学納金） 

第33条 休学が１年又は半期（前期又は後期）の全期間にわたるとき、当該期間の学納金（入学金を

除く）は徴収せず、在籍料を徴収する。 

２ 在籍料は、半期毎に 50,000 円とする。 

（退学、除籍の場合の授業料） 

第34条  前期又は後期の中途において退学し、若しくは除籍されたとき、又は停学及び退学を命じら

れた者の授業料は、これを徴収する。ただし、第 27 条第１号に該当して除籍された場合は、当該

者に係る未納の授業料を免除することができる。 

（復学の場合の授業料） 

第35条  前期又は後期の中途において復学した者から徴収する授業料の額は、許可された日の属す

る学期の学納金とする。 

（徴収猶予） 

第36条  経済的理由その他特別の理由により学資の支弁が困難な学生に対しては、入学金及び授業

料の免除又は徴収を猶予する。 

 

第７章 科目等履修生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第37条  本学大学院において特定の授業科目を履修及び単位の修得を志望する者があるときは、本

学大学院の教育に支障のない限り選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生として入学を許可された者は、入学金及び履修料を所定の期日までに一括して納

入しなければならない。  

３ 科目等履修生で当該授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位を与えることができ

る。 

４ 科目等履修生に関する必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第38条  外国人で本学大学院に入学を志望する者があるときは、選考の上、これを許可することが

ある。 

２ 外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第８章 資格の取得 

（教員免許） 
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第39条  本学大学院において教育職員免許状を取得しようとする者は、本学大学院において開設さ

れている関係科目中から、教育職員免許法及び同法施行規則に定める必要単位数を修得しなけれ

ばならない。 

２ 本学大学院において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりである。 

    

   

 

 

第９章  補則 

（名古屋造形大学学則の準用） 

第40条  この学則に定めるもののほか、本学大学院の学生に関する必要な事項は、名古屋造形大学学則

を準用することとし、さらに必要な事項は研究科委員会において定める。 

 

附 則 

この学則は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 16 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 18 年４月１日から施行する。ただし、平成 18 年３月 31 日現在在籍する学生に

ついては、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成 19 年４月１日から施行する。ただし、平成 19 年３月 31 日現在在籍する学生に

ついては、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成 20 年４月１日から施行し、平成 20 年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成 21 年４月１日から施行し、平成 21 年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 23 年７月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 23 年８月３日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則 

研  究  科 専 攻 免  許  状  教  科 

造形研究科 造形 
中学校教諭専修免許状  美術 

高等学校教諭専修免許状 美術 
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この学則は、2022 年４月１日から施行し、2022 年度入学学生より適用する。 

附 則 

この学則は、2023 年４月１日から施行し、2023 年度入学学生より適用する。 

附 則 

この学則は、2026 年４月１日から施行し、2026 年度入学学生より適用する。 

附 則 

別表Ⅲの学納金の改定は、2027 年４月１日から施行し、2027 年度入学生より適用する。 

 

 

別表Ⅰ   検 定 料    35,000 円 

別表Ⅱ   入 学 金   200,000 円 

             ただし、学校法人同朋学園の設置する大学（短期大学を含む）の卒業 

生は免除する。 

別表Ⅲ  学 納 金 

１．学校法人同朋学園の設置する大学（短期大学を含む）の卒業生 

種 別 年 額 

授 業 料  650,000 円 

教育充実費  485,000 円 

研究実習費    50,000 円 

合   計 1,185,000 円 

２．上記１以外の卒業生 

種 別 年 額 

授 業 料  650,000 円 

教育充実費  585,000 円 

研究実習費    50,000 円 

合   計 1,285,000 円 

３．2026 年度以前の入学者の学費は、従前の例による。 


